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計
算
の
た
め
の
鑑
定
）
及
び
一
〇
五
条
の
三
（
相
当
な
損
害
額
の
認
定
）
の
規
定
が
新
た
に
準
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
平
成
一
六
年
の
裁
判
所
法
等
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
新
設
さ
れ
た
特
許
法
一
○
四
条
の
三
（
特
許
権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
）

及
び
一
〇
五
条
の
四
か
ら
一
〇
五
条
の
六
（
秘
密
保
持
命
令
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
及
び
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等
）
の
規
定
が
、

新
た
に
準
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

〔
参

考
〕

意
匠
権
は
方
法
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
特
許
法
一
〇
四
条
（
生
産
方
法
の
推
定
）
は
準
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
平
成

一
六
年
の
裁
判
所
法
等
の
一
部
改
正
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
特
許
法
一
○
五
条
の
七
（
当
事
者
尋
問
等
の
公
開
停
止
）
の
規
定
は
、
意
匠
の
性

質
上
準
用
さ
れ
な
い
。

第
三
節

登

録

料

（
登
録
料
）

第
四
二
条

意
匠
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
又
は
意
匠
権
者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
第
二
十
一
条
〔
存
続
期
間
〕
に
規
定
す
る
存

続
期
間
の
満
了
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
、
一
件
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
八
千
五
百
円

二

第
四
年
か
ら
第
十
年
ま
で

毎
年
一
万
六
千
九
百
円

三

第
十
一
年
か
ら
第
二
十
年
ま
で

毎
年
三
万
三
千
八
百
円
（
改
正
、
平
一
八
法
律
五
五
）

（
改
正
、
昭
四
五
法
律
九
一
、
昭
五
〇
法
律
四
六
、
昭
五
三
法
律
二
七
、
昭
五
六
法
律
四
五
、
昭
五
九
法
律
二
三
、
昭
六
二
法
律
二
七
、
平
五
法
律

二
六
）
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２

前
項
の
規
定
は
、
国
に
属
す
る
意
匠
権
に
は
、
適
用
し
な
い
。
（
改
正
、
平
一
〇
法
律
五
一
、
平
一
一
法
律
二
二
〇
、
平
一
五
法
律
四
七
）

３

第
一
項
の
登
録
料
は
、
意
匠
権
が
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
登
録
料
の
金
額
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が

そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
本
項
追
加
、
平
一
〇
法
律
五
一
、
改
正
、
平
一
一
法
律
二
二
〇
、
平
一
五
法
律
四
七
）

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
登
録
料
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
（
本
項
追

加
、
平
一
〇
法
律
五
一
、
改
正
、
平
一
一
法
律
二
二
〇
、
平
一
五
法
律
四
七
）

５

第
一
項
の
登
録
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
本
項
追
加
、
昭
五
九
法
律
二
四
、
改
正
、
平
八
法
律
六
八
、
平
一
〇
法
律
五
一
、
平
一
一
法
律
一
六
〇
、
平
一
一
法
律
二
二
〇
、
平
一
五
法
律
四

七
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
〇
条

〔
趣

旨
〕

本
条
は
登
録
料
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
趣
旨
に
つ
い
て
は
特
許
法
一
〇
七
条
の
〔
趣
旨
〕
参
照
（
な
お
、
昭
和
四
五
年
、
昭
和
五
〇
年
、

昭
和
五
三
年
、
昭
和
五
六
年
、
昭
和
五
九
年
、
昭
和
六
二
年
及
び
平
成
五
年
に
料
金
改
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。）。
一
項
三
号
は
昭
和
三
四
年
制
定
の
現

行
法
に
よ
り
意
匠
権
の
存
続
期
間
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
新
設
さ
れ
た
。
な
お
、
平
成
一
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
存
続
期

間
が
一
五
年
か
ら
二
〇
年
に
延
長
さ
れ
た
が
、
第
一
六
年
か
ら
第
二
〇
年
ま
で
の
登
録
料
に
つ
い
て
は
、
第
一
一
年
か
ら
第
一
五
年
ま
で
の

登
録
料
と
同
額
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
意
匠
権
は
、
技
術
で
は
な
く
美
的
な
物
品
の
デ
ザ
イ
ン
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
権
利
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
権
利
を
早
期
に
手
放
す
こ
と
を
促
進
す
る
政
策
的
必
要
性
は
特
許
権
に
比
較
し
て
強
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
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な
お
、
平
成
一
〇
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
類
似
意
匠
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
に
伴
い
、
類
似
意
匠
の
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
す
る
場

合
の
登
録
料
に
つ
い
て
定
め
た
旧
二
項
を
削
除
し
た
。

ま
た
、
平
成
一
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
登
録
料
等
の
納
付
義
務
が
生
じ
な
い
と
す
る
対
象
か
ら
独
立
行
政
法
人
が
外
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
旧
三
項
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
改
正
を
お
こ
な
っ
た
。

（
登
録
料
の
納
付
期
限
）

第
四
三
条

前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
分
の
登
録
料
は
、
意
匠
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達

が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
改
正
、
平
一
〇
法
律
五
一
）

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
年
以
後
の
各
年
分
の
登
録
料
は
、
前
年
以
前
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
の
請
求
に
よ
り
、
三
十
日
以
内
を
限
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

施
規
九
条

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
登
録
料
の
納
付
期
限
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

旧
施
行
規
則
九
条
で
は
「
第
一
年
乃
至
第
三
年
分
ノ
登
録
料
」
を
査
定
ま
た
は
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
納
付
す
べ
き
旨

を
規
定
し
て
い
た
が
、
意
匠
に
は
流
行
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
短
期
間
の
寿
命
し
か
な
い
も
の
も
相
当
に
あ
り
、
一
度
に
三
年
分
の
登
録
料

を
と
る
ま
で
の
こ
と
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
際
に
も
一
年
分
の
登
録
料
を
納
付
す
れ
ば
よ
い
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
反
面
、
特
許
料
や
、
実
用
新
案
の
登
録
料
の
場
合
の
ご
と
く
、
納
付
の
減
免
又
は
猶
予
（
特
一
○
九
条
、
実
三
二
条
の
二
）
は
認
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め
ら
れ
な
い
。
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
特
許
法
一
〇
八
条
の
〔
趣
旨
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
平
成
一
〇
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
類
似
意
匠
の
登
録
料
を
定
め
た
四
二
条
二
項
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
該
当
個
所
を

改
正
し
た
。

（
登
録
料
の
追
納
）

第
四
四
条

意
匠
権
者
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過

し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
意
匠
権
者
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
〔
登
録
料
〕
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料

の
ほ
か
、
そ
の
登
録
料
と
同
額
の
割
増
登
録
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
割
増
登
録
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
（
本
項
追
加
、
昭
五
九
法
律
二
四
、
改
正
、
平
八
法
律
六
八
、
平
一
一
法
律
一
六
〇
）

４

意
匠
権
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
そ
の
登
録
料
及
び
第
二
項
の
割
増
登
録
料
を

納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
意
匠
権
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な

す
。
（
改
正
、
昭
五
九
法
律
二
三
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
五
条
に
お
い
て
特
許
法
六
二
条
の
規
定
を
準
用
。

〔
趣

旨
〕

特
許
法
一
一
二
条
の
〔
趣
旨
〕
参
照
。
な
お
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
で
は
、
三
項
に
規
定
す
る
割
増
登
録
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
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も
、
登
録
料
の
場
合
（
四
二
条
）
と
同
様
に
、
特
許
印
紙
に
よ
る
納
付
に
加
え
て
現
金
に
よ
る
納
付
を
可
能
と
し
た
。

（
登
録
料
の
追
納
に
よ
る
意
匠
権
の
回
復
）

第
四
四
条
の
二

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
意
匠
権
の
原
意
匠
権
者
は
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
登

録
料
及
び
割
増
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ

て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
限
り
、
そ
の
登
録
料
及
び
割
増
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
及
び
割
増
登
録
料
の
追
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
権
は
、
第
四
十
三
条
第
二
項
〔
登
録
料
の

納
付
期
限
〕
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
存
続
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

（
本
条
追
加
、
平
六
法
律
一
一
六
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

該
当
条
文
な
し

〔
趣

旨
〕

特
許
法
一
一
二
条
の
二
の
〔
趣
旨
〕
参
照
。

（
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
の
制
限
）

第
四
四
条
の
三

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
権
が
回
復
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
権
の
効
力
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
〔
登
録

料
の
追
納
〕
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
意
匠
権
の
回
復
の
登
録
前
に
輸
入
し
、
又
は
日
本

国
内
に
お
い
て
製
造
し
、
若
し
く
は
取
得
し
た
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
に
は
、
及
ば
な
い
。
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２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で

き
る
期
間
の
経
過
後
意
匠
権
の
回
復
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施

二

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲

渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為
（
改
正
、
平
一
四
法
律
二
四
）

三

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
を
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為
（
本
号
追
加
、

平
一
八
法
律
五
五
）

（
本
条
追
加
、
平
六
法
律
一
一
六
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

該
当
条
文
な
し

〔
趣

旨
〕

特
許
法
一
一
二
条
の
三
の
〔
趣
旨
〕
参
照
。

な
お
、
平
成
一
四
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
の
及
ば
な
い
範
囲
が
、
間
接
侵
害
規
定
の
改
正
に
合
わ
せ
た
適

切
な
も
の
と
な
る
よ
う
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。
た
だ
し
、
特
許
法
と
は
異
な
り
、
意
匠
法
に
お
い
て
は
、
主
観
的
要
件
を
導
入
し
た
新
た

な
間
接
侵
害
規
定
の
追
加
は
行
わ
な
か
っ

た
た
め
、
客
観
的
要
件
と
し
て
の
対
象
物
に
つ
い
て
「
専
用
品
」
に
限
定
す
る
規
定
が
残
さ
れ

た
。ま

た
、
平
成
一
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
の
及
ば
な
い
範
囲
が
、
間
接
侵
害
規
定
の
改
正
に
合
わ
せ
た
適

切
な
も
の
と
な
る
よ
う
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。



1089 意 匠 法

（
特
許
法
の
準
用
）

第
四
五
条

特
許
法
第
百
十
条
（
利
害
関
係
人
に
よ
る
特
許
料
の
納
付
）
並
び
に
第
百
十
一
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第

二
項
（
既
納
の
特
許
料
の
返
還
）
の
規
定
は
、
登
録
料
に
準
用
す
る
。
（
改
正
、
昭
六
二
法
律
二
七
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
五
条
に
お
い
て
特
許
法
の
規
定
を
準
用
。

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
特
許
法
の
準
用
条
文
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
許
法
一
〇
九
条
（
特
許
料
の
減
免
又
は
猶
予
）
を
準
用
し
な
か
っ

た

理
由
は
す
で
に
四
三
条
の
解
説
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。


